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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第４区分
【発行日】平成28年9月8日(2016.9.8)

【公開番号】特開2015-24507(P2015-24507A)
【公開日】平成27年2月5日(2015.2.5)
【年通号数】公開・登録公報2015-008
【出願番号】特願2013-153614(P2013-153614)
【国際特許分類】
   Ｂ４１Ｊ  21/00     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   1/00     (2006.01)
   Ｇ０６Ｆ   3/12     (2006.01)
   Ｂ４１Ｊ  29/38     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ４１Ｊ   21/00     　　　Ｚ
   Ｈ０４Ｎ    1/00     　　　Ｃ
   Ｇ０６Ｆ    3/12     　　　Ｍ
   Ｂ４１Ｊ   29/38     　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成28年7月22日(2016.7.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フラップを有する封筒を保持する保持手段と、
　前記保持手段に保持される前記封筒のフラップの位置をユーザから受け付ける受付手段
と、
　前記受付手段によって受け付けたフラップの位置に基づいて、前記封筒に印刷すべき画
像の向きを決定して当該画像を決定した向きで前記封筒に印刷するよう制御する制御手段
と、を備えることを特徴とする印刷装置。
【請求項２】
　前記受付手段により受け付けられる前記封筒のフラップの位置は、
　（１）前記フラップが、前記封筒の前記フラップ以外の部分である前記封筒の本体部分
よりも、該封筒の搬送方向下流側にくるようにセットされる第１の位置、
　（２）前記フラップが、前記封筒の本体部分よりも、該封筒の搬送方向の上流側にくる
ようにセットされる第２の位置、および、
　（３）前記フラップと前記封筒の本体部分とが、前記搬送方向と直交する方向に沿って
並ぶようにセットされる第３の位置、
を含むことを特徴とする請求項１に記載の印刷装置。
【請求項３】
　前記保持手段に、前記封筒のフラップが開いた状態で前記封筒が保持されるか、前記封
筒が閉じた状態で前記封筒が保持されるかを判断する判断手段をさらに有し、
　前記制御手段は、前記判断手段による判断の結果、及び、前記受付手段によって受け付
けたフラップの位置に基づいて、前記封筒に印刷すべき画像の向きを決定して当該画像を
決定した向きで前記封筒に印刷するよう制御することを特徴とする請求項２に記載の印刷
装置。
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【請求項４】
　前記制御手段は、前記判断手段によって前記封筒のフラップが開いた状態で前記封筒が
保持されると判断され、前記受付手段によって前記封筒のフラップの位置として前記第２
の位置をユーザから受け付けた場合に、前記封筒に印刷すべき画像を第１の向きで前記封
筒に印刷するよう制御し、前記判断手段によって前記封筒のフラップが閉じた状態で前記
封筒が保持されると判断され、前記受付手段によって前記封筒のフラップの位置として前
記第１の位置をユーザから受け付けた場合に、前記封筒に印刷すべき画像を前記第１の向
きとは異なる第２の向きで前記封筒に印刷するよう制御することを特徴とする請求項３に
記載の印刷装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記受付手段によって前記封筒のフラップの位置として前記第３の位
置をユーザから受け付けた場合に、前記判断手段によって前記封筒のフラップを開いた状
態で前記封筒が保持されると判断されても、前記判断手段によって前記封筒のフラップが
閉じた状態で前記封筒が保持されると判断されても、前記封筒に印刷すべき画像を前記第
１の向き及び前記第２の向きとは異なる第３の向きで前記封筒に印刷するよう制御するこ
とを特徴とする請求項４に記載の印刷装置。
【請求項６】
　前記フラップのサイズを設定する設定手段をさらに有し、
　前記判断手段は、前記設定手段によって設定された前記フラップのサイズが０であるか
否かに従って、前記封筒のフラップが開いた状態で前記封筒が保持されるか、前記封筒の
フラップが閉じた状態で前記封筒が保持されるかを判断することを特徴とする請求項３乃
至５のいずれか１項に記載の印刷装置。
【請求項７】
　前記判断手段によって前記封筒のフラップが開いた状態で前記封筒が保持されると判断
された場合に、前記受付手段によって、前記保持手段に保持された前記封筒のフラップの
位置として前記第１の位置を受け付けないよう制御する受け付け制御手段をさらに有する
ことを特徴とする請求項６に記載の印刷装置。
【請求項８】
　前記受け付け制御手段は、前記判断手段によって前記封筒のフラップが閉じた状態で前
記封筒が保持されると判断された場合に、前記受付手段によって、前記保持手段に保持さ
れた前記封筒のフラップの位置として前記第２の位置を受け付けないよう制御することを
特徴とする請求項７に記載の印刷装置。
【請求項９】
　前記保持手段は、手差しトレイであることを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項
に記載の印刷装置。
【請求項１０】
　フラップを有する封筒を保持する保持手段と、
　前記保持手段に、前記封筒のフラップが開いた状態で前記封筒が保持されるか、前記封
筒のフラップが閉じた状態で前記封筒が保持されるかを判断する判断手段と、
　前記保持手段に保持される前記封筒のフラップの位置として、前記封筒の搬送方向の先
端または前記封筒の搬送方向の後端をユーザから受け付ける受付手段と、
　前記判断手段によって前記封筒のフラップが開いた状態で前記封筒が保持されると判断
された場合に、前記封筒のフラップが、前記封筒の本体部分よりも、該封筒の搬送方向の
下流側にくるようにセットされる状態で前記封筒を前記保持手段に保持させるべきでない
ことをユーザに通知し、前記判断手段によって前記封筒のフラップが閉じた状態で前記封
筒が保持されると判断された場合に、前記封筒のフラップが、前記封筒の本体部分よりも
、該封筒の搬送方向の上流側にくるようにセットされる状態で前記封筒を前記保持手段に
保持させるべきでないことをユーザに通知する通知手段と、を備えることを特徴とする印
刷装置。
【請求項１１】
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　フラップを有する封筒を保持する保持手段を備える印刷装置の制御方法であって、
前記保持手段に保持される前記封筒のフラップの位置として、前記封筒の搬送方向の先端
または奥または前記封筒の搬送方向の後端をユーザから受け付ける受付工程と、
　前記受付工程で受け付けたフラップの位置に基づいて、前記封筒に印刷すべき画像の向
きを決定して当該画像を前記封筒に印刷するよう制御する制御工程と、を有することを特
徴とする印刷装置の制御方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載された印刷装置の制御方法を、コンピュータに実行させるためのプロ
グラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明に係る印刷装置は、フラップを有する封筒を保持する保持手段と、前記保持手段
に保持される前記封筒のフラップの位置をユーザから受け付ける受付手段と、前記受付手
段によって受け付けたフラップの位置に基づいて、前記封筒に印刷すべき画像の向きを決
定して当該画像を決定した向きで前記封筒に印刷するよう制御する制御手段と、を備える
ことを特徴とする。
　また本発明に係る印刷装置は、フラップを有する封筒を保持する保持手段と、前記保持
手段に、前記封筒のフラップが開いた状態で前記封筒が保持されるか、前記封筒のフラッ
プが閉じた状態で前記封筒が保持されるかを判断する判断手段と、前記保持手段に保持さ
れる前記封筒のフラップの位置として、前記封筒の搬送方向の先端または前記封筒の搬送
方向の後端をユーザから受け付ける受付手段と、前記判断手段によって前記封筒のフラッ
プが開いた状態で前記封筒が保持されると判断された場合に、前記封筒のフラップが、前
記封筒の本体部分よりも、該封筒の搬送方向の下流側にくるようにセットされる状態で前
記封筒を前記保持手段に保持させるべきでないことをユーザに通知し、前記判断手段によ
って前記封筒のフラップが閉じた状態で前記封筒が保持されると判断された場合に、前記
封筒のフラップが、前記封筒の本体部分よりも、該封筒の搬送方向の上流側にくるように
セットされる状態で前記封筒を前記保持手段に保持させるべきでないことをユーザに通知
する通知手段と、を備えることを特徴とする。
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